
 

    
 

   

 

―7月 1日から改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されます― 

 

日 時  平成２６年６月２０日（金）１３：３０～１６：００ 
 
場 所  春日野荘 「飛鳥の間」 

（奈良市法蓮町７５７－２） 

対 象  奈良県内事業主、人事労務担当者 等 

主 催  奈良労働局  奈良県 

 

内 容  説明 「均等法と働く女性をめぐる情勢について」（仮題） 

           厚生労働省雇用均等・児童家庭局 

           雇用均等政策課長   成田 裕紀              

他 

参加料  無 料 
 

お問合せ・お申込先 奈良労働局雇用均等室  
 

〒630-8570  奈良市法蓮町３８７ 奈良第三地方合同庁舎２Ｆ 

TEL:０７４２－３２－０２１０ FAX:０７４２－３２－０２１４ 
 
 
 

参加ご希望の方は、下記の申込書等によりＦＡＸ・電話等で、６月１０日までにお申し込みください。

(先着順 １５０名) 

 

 

【男女雇用機会均等セミナー 参加申込書】 

 

事業所名（ふりがな） 所属・役職 氏名 

 

 

 

 

 

 

所在地 TEL FAX 

〒 

 

 

 

 

 

 


